
  
こちらもどうぞ 

 

 

“あぷるんるんタイム”とは？ 

外来療育相談・指導で、地域に暮らす運動 

発達に心配がある子どもと保護者を支援します。 

・青森市の方は、青森市障害児等療育支援事業 

（受託事業）として実施 

・青森市外の方も、利用できます。 

    

〇利用方法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録時にお持ちいただくもの 

  医療保険証、身障手帳など（ある方のみ） 

 

※新規の方優先 

※新規の方は 2週間前までに申し込み 

 2回目以上の方は 1日から受け付け 

 

 

    

 医療型児童発達支援「あぷるん」 

どんなところ？ 

子どもと保護者が一緒に通います。 

たくさん遊ぶ中で成長・発達を促し、 

社会性を育みます。 

 

対象は？ 

・重症心身障がいの子ども 

～重度の知的障がいと肢体不自由が重複 

・肢体不自由の子ども 

 

利用には市町村が発行する 

「通所受給者証」が必要です。 

 

営業日：月曜日から金曜日  

（祝日、12月 29 日～1 月 3 日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

医療型児童発達支援 

 
 

   

 

 

 

 

あすなろ療育福祉センター 

   〒０３８－０００３ 

      青森市大字石江字江渡１０１ 

   ℡０１７－７８１－０１７４（代表） 

 

 

 

R６.４月作成 

 

 

あぷるんの見学も 

受付中！ 

関心

•外来医師や訓練士からの紹介

•ポスターなど

あぷるん
へ

•あぷるん職員が説明します

登録

•登録申請～申請書記入

•面談

参加
•あぷるんるんタイムで遊びましょう

（障害児等療育支援事業） 

・お申し込みは、利用したい日の 1週間前まで 

・複数回の参加も可能ですが、新規の方を優先 

させていただきます。 

☆申込み先：あぷるん （担当） 工藤 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇対 象    

・３歳未満の子どもと保護者 

・幼稚園、保育所、認定こども園、児童発達 

支援事業所を利用したことが無い方 

 

〇場 所    

医療型児童発達支援（あぷるん）の保育室 

 

〇時 間  ９：３０～１２：００の間で 1時間程度 

 

〇内 容 （時間について基本例） 

９：３０～  受付･自由遊び 

    ９：４０～  朝の会 

ごあいさつ、うた遊び、自己紹介 

    ９：４５～  遊びタイム 

ふれあい遊び、感覚遊びなど 

   １０：０５～  おむつ交換 

   １０：１５～  絵本、帰りの会 

   １０：２０～  終了    

 ～  希望者は個別面談・相談 

 

  〇持ち物   

バスタオル１枚、水分、おむつ など 

 

 

遊び方がわからない ちょっと気になることが・・・ 

あぷるんの部屋で、一緒にあそびましょう！ 話しましょう！ 

〇 令和６年度の実施予定日 （土日、祝日を除く） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

２４～２６ 
 ８～１６ 

２０～３０ 
４～２８ １～１９ ２８～３０ ２～２６ 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 ２～２５ 

３０～３１ 
 ７～２９ ４～２０ ２１～３１ ７～２８ ５～１０ 

・予定は、変更になる場合があります。                 

・事前登録制です。 

1週間前までにあぷるんへ、電話や来所でお申込みください。 

・料金は無料です。 

※ 医療的ケア児も利用できます。あぷるんるんタイムの時間は、看護師は入りません。 

あぷるんの前に練習してみたい 


